
 
○民間企業等の指摘する課

題解決を図るため、民間
企業経営に関する専門
家を含むＰＴを設置して
受皿組織の設立に向け
ての具体的な検討を進
める 

 
○家庭ごみ収集輸送業務

の民間委託の拡大及び
許可基準の見直しなど 

 
 
 

４－（１）まとめ （民間活用を主体とした受皿組織の設立）  
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課 題 方 向 性 対応策 

 
○受皿組織設立時に現業

職員を移管し、非公務員
化を図る 

 
○業者育成を図りつつ民間

委託も拡大し、５～１０年
程度で、完全民間化(市
場開放・競争化)を図る 

 
○その間については、受皿

組織に随意契約を行う 
 
○その期間中であっても、

環境が整えば受皿組織の
分社化を行い競争性を確
保する 

 
○受皿組織の設立に

関しての民間企業
の意見（事業の成
長性・将来性の不
透明感等） 

 
○一般廃棄物収集運

搬許可業者の体質
の強化 

 
 
 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

資料：大阪市環境局作成 



 ４－（２）まとめ（方向性のイメージ） 

18 資料：大阪市環境局作成 

現在 
受皿組織 

設立 
随意契約期間 

収集輸送業務 
完全市場開放 

ごみ量 約115万トン 
約100～ 
90万トン 

約2,000人 
約1,400～ 

900人 
職員数 

競

 

争

 

入

 

札

 

収集輸送
業務 

直営 
 

公務員 

受皿組織 

との 

随意契約 

開始 

受皿組織の分社化 
 

（競争性確保のために、 

     随意契約期間中であっ
ても分社化を検討） 

市からの業務委託を許可業者等に順次拡大 

許可業者 

現在の 

許可業者群 
 

３６０社超 
（収集車両 

１社平均２～３台） 

許可要件の見直し・新規許可 
協業化・事業規模拡大 

業務量 

イメージ 
直営業務 

業務委託(一部粗大ごみ） 

業務委託 

(普通ごみ以外） 

受皿組織の 

随意契約業務 

ごみ量の減尐 

民間への業務委託拡大 

随意契約業務を順次縮小 

受皿組織の 

随意契約業務 

新しい 

許可業者群 

分 社 

分 社 

分 社 

普
通
ご
み
収
集
業
務
市
場
開
放 

 

随
意
契
約
期
間
終
了 

受皿組織が随意契約
期間中に分社した場合
は、業務委託の入札に
参加を許可すれば、分
社間の競争性が確保
される。 

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

現業職員の 
非公務員化 



PTでの検討 

４－（３）まとめ（受皿組織設立スケジュール） 

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 

取 り 組 む べ き 課 題 

概 

要 

決 

定 

受 
皿 

組 

織 

設 

立
（ 

職 

員 

の 

非 

公 

務 

員 

化 

） 

受 

皿 

組 

織 

に 

よ 

る 

 

家 

庭 

系 

ご 

み 

収 

集 

輸 

送 

業 

務 

の 

遂 

行 

受 

皿 

組 

織 

職
員
の
身
分
移
管 

そ 

の 

他 

○受皿組織のあり方の検討 
・受皿組織の具体化に向けて、民間企業経営に関する専門家を 
 含むPTを設置 

○職員の身分移管に係るスキームの検討 
・配置転換、退職勧奨、受皿組織への移管、分限処分

の実施 
・退職手当の支給 
・職員の引き継ぎ手続きの調整（給与・勤務条件等） 

○受皿組織との随意契約、長期継続契約の検討 
○収集機材等の財産についての協議 
○新会社の事務所等の設置、財務・給与各種 
システムの開発など 

関係部局との調整 

19 

○受皿組織の具体化・設立準備 

関係部局との調整 

資料：大阪市環境局作成 

設
立
登
記 

↑
 

出
資
の
履
行 

↑
 

「定
款
」の
作
成 

↑
 

発
起
人
の
募
集 

《新
会
社
設
立
の
場
合
》  

Ⅳ 収集輸送業務の運営形態の検討 

受
皿
組
織
設
立
に
か
か
る
予
算
議
決 

（及
び
関
係
条
例
改
正
議
決
） 




